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死亡災害及び休業４日以上の労働災害の推移

（浦河労働基準監督署管内）

全産業 畜産業

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況

全産業に対して畜産業が占める割合
平成４年時点：45％→令和６年時点：62％

※令和７年11月末時点：70％
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令和２年以降に浦河労働基準監督署管内で発生した
死亡災害及び休業４日以上の労働災害（以下「死傷災害」）の推移

発生年

業種別

令和７年
（11月末）

令和６年
（確定値）

令和５年
（確定値）

令和４年
（確定値）

令和３年
（確定値）

令和２年
（確定値）

死
亡

休
業

合
計

死
亡

休
業

合
計

死
亡

休
業

合
計

死
亡

休
業

合
計

死
亡

休
業

合
計

死
亡

休
業

合
計

全産業
計

２ 135 137 １ 192 193 ３ 193 196 ２ 218 220 ２ 178 180 １ 184 185

畜産業
計

０ 96 96 ０ 119 119 ０ 130 130 ０ 118 118 １ 113 114 ０ 107 107

軽種馬
産業
計

（）は全産業に
対する割合
（％）

０ 94
94

(67)
０ 118

118
(61)

０ 127
127
(65)

０ 115
115
(52)

１ 111
112
(62)

０ 105
105
(57)

全産業に対して軽種馬産業が占める割合は概ね60％で推移
死亡災害が発生することは非常に稀

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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令和２年から令和６年までの５年間に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（外国人労働者の割合）

軽種馬産業で発生した死傷災害のうち、
被災者の約30％が外国人労働者

23, 22%

82, 78%

令和２年

外国人労働者 日本人労働者

37, 33%

75, 67%

令和３年

外国人労働者 日本人労働者

33, 29%

82, 71%

令和４年

外国人労働者 日本人労働者

51, 40%

76, 60%

令和５年

外国人労働者 日本人労働者

40, 34%

78, 66%

令和６年

外国人労働者 日本人労働者

184, 

32%
393, 

68%

令和２年から令和６年までの合計

外国人労働者 日本人労働者

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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令和２年から令和６年までの５年間に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（作業内容）

調教中に
労働災害が
多発している。

51, 48%

6, 6%
8, 8%

14, 13%

0, 0%
1, 1%
1, 1%

15, 14%

9, 9%

令和２年

56, 50%

3, 2%

10, 9% 11, 10%

2, 2%
1, 1%
2, 2%

18, 16% 9, 8%

令和３年

63, 55%

8, 7%

10, 8%

10, 9%

2, 2%
1, 1%

2, 2% 8, 7%

11, 9%

令和４年

80, 63%

9, 7%

6, 5%

13, 10%

2, 1%
1, 1%

1, 1% 5, 4% 10, 8%

令和５年

46, 39%

8, 7%
3, 3%

4, 3%4, 3%0, 0%

0, 0%

30, 

25%

23, 

20%

令和６年

296, 51%

34, 6%

37, 6%

52, 9%10, 2%

4, 1%
6, 1% 76, 13%

62, 

11%

令和２年から令和６年までの合計

調教

放牧

集牧

手入れ

種付け

治療

移送

軽種馬その他（馬扱い中）

軽種馬その他（馬扱い以外）

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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令和２年から令和６年までの５年間に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（災害の内容）

167, 29%

112, 19%

28, 5%

43, 7%

3, 1%

29, 5%

46, 8%

10, 2%

7, 1%
46, 8%

4, 1%

7, 1%

1, 0%

3, 1%

0, 0%
0, 

0%

1, 0%
7, 1%

19, 

3%
4, 1%

34, 6%

6, 1%

令和２年から令和６年までの合計 落馬

蹴られた

引っ張られた

踏まれた

かまれた

騎乗中に柵等に接触

馬とともに転倒

馬に押された

引き馬中に転倒

馬に激突された

脚立、はしご等からの落下

厩舎等からの落下

トラクター等による負傷

刈払い作業による負傷

牧草カッターによる負傷

設備の修繕作業による負傷

交通事故

牧草等の運搬作業による負傷

転倒

牧草等の飛来・落下

その他（馬扱い中）

その他（馬扱い以外）

落馬や
馬に蹴られた
ことによる
労働災害が
大半を占める。

10件以上発生した労働災害には
ほぼ馬が関係している。

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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令和２年から令和６年までの５年間に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（被災者ごとの被災回数）

発生年

被災回数

令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年
５年間を
通しての
被災回数

人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数

１回 112 113 111 104 101 453 453

２回 ３ ６ ７ 14 ２ ４ ４ ８ ２ ４ 42 84

３回 ９ 27

４回 ２ ８

５回 １ ５

軽種馬産業
計

118 127 115 112 105 577

同じ年に２回被災する労働者が必ずいる。
令和２年から令和６年までの

５年間に２回以上被災した労働者は５４人いた。

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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令和２年から令和６年までの５年間に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（事業場ごとの発生件数・発生年別）

発生事業場数
（下段・発生件数）

発生年
１件 ２件 ３件 ４件 ５件 ６件 ７件 ８件 ９件 10件

軽種馬産業
計

Ｒ６
48 ５ ９ ４ １ １ ６８

(48) (10) (27) (16) (７) (10) (118)

Ｒ５
49 11 ６ ３ １ １ １ ７２

(49) (22) (18) (12) (７) (９) (10) (127)

Ｒ４
53 17 ３ ３ １ ７７

(53) (34) (９) (12) (７) (115)

Ｒ３
38 16 ６ ２ １ １ ６４

(38) (32) (18) (８) (６) (10) (112)

Ｒ２
44 19 １ １ ２ ６７

(44) (38) (３) (４) (16) (105)

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況

毎年、約30％の事業場で
同じ年に２件以上の

労働災害が発生している。
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令和２年から令和６年までの５年間に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（事業場ごとの発生件数・５年間合計）

発生事業場数
（下段・発生件数） １件 ２件 ３件 ４件 ５件 ６件 ７件 ８件 ９件 10件

軽種馬産業
計

１～10 件
70 40 24 11 ６ ２ ５ ４ ３ １ １６６

(70) (80) (72) (44) (30) (12) (35) (32) (27) (10) (412)

11～20 件
１ ２ １ １ １ １ ７

(12) (26) (14) (15) (18) (19) (104)

21～20 件
１ １

(28) (28)

31～40 件
１ １

(33) (33)

５年間・合計 →
１７５

(577)

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況

令和２年から令和６年までの５年間に労働災害が
10件以上発生した事業場は10事業場あった。

一方で１件しか発生していない事業場は40％ある。
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令和６年に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（傷病程度別、発生月別）

軽種馬産業における労働災害は
休業見込日数が１か月以上

になるものが多い。
≒１か月以上人手不足の状態が続く。
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

発生月別（令和６年）

軽種馬産業における労働災害は
季節による影響は少ない。
≒常に労働災害防止に
努めなければならない。

10人×12か月
=120人≒118人

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況

1 40 30 29 17

1

0
0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

傷病程度別（令和６年）
１週間未満

１週間以上１か月未満

１か月以上２か月未満

２か月以上３か月未満

３か月以上６か月未満

６か月以上１年未満

１年以上２年未満

２年以上

死亡

65％以上
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令和６年に浦河労働基準監督署管内の
軽種馬産業で発生した死傷災害の分析（年齢別、経験期間別）

軽種馬産業における労働災害は
年齢や経験期間に関係なく発生する。
≒労働者全員が同様の災害防止対策

を講じる必要がある。

0

5

10

15

20

25

30

35

年齢別・経験期間別（令和６年）

30年以上

20年以上30年未満

10年以上20年未満

５年以上10年未満

１年以上５年未満

１年未満

3 26 34 25 19

4

2

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢別（令和６年）
10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳以上

11 30 6 36 19 16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経験期間別（令和６年）
１年未満

１年以上５年未満

５年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上30年未満

30年以上

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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◼ 軽種馬産業における労働災害防止対策の方向性

1. 労働災害の発生件数を減らすだけでなく、労働災害の軽傷化
に努める。

2. 外国人労働者に配慮した措置を講じる。

3. 馬の特性だけでなく、それぞれの労働者の特性に応じた対策
を検討する。

4. 各作業の中に潜んでいる危険性を事前に洗い出し、適切な対
策を関係労働者を巻き込んで検討し、できるもの・取り組みやす
いものから措置を講じる。

１ 軽種馬産業における労働災害発生状況
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◼ 外国人労働者に配慮した措置

２ 軽種馬産業における安全管理について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001124685.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001124685.pdf
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◼ 外国人労働者に配慮した措置

２ 軽種馬産業における安全管理について

『職場のあんぜんサイト』には、
外国語の動画教材あり。
※日本語の動画もあるため、
安全衛生教育教材としての

活用も可能。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/kyozaishiryo/jpn.html
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◼ 厩舎からの墜落・転落の防止 【労働災害事例】

◆ 災害発生状況
1. 厩舎の２階から牧草ロールを

 屋外の地上に落とす作業を２名で

 実施していたところ、厩舎の端にいた

 被災者が約３ｍ下まで墜落したもの。

2. 厩舎の２階から寝わらを1階に

 落とす作業中、被災者が寝わらを

 落とす穴の付近でバランスを崩し、

 約３ｍ下まで墜落したもの。

◆ 災害発生原因
どちらの災害も、高所作業時に、手すり等の墜落防止措置を講じていな
かったこと。

※手すり等の設置が困難な場合は、墜落制止用器具の使用が必要。

２ 軽種馬産業における安全管理について

親綱、墜落制止用器具の使用例↑
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２ 軽種馬産業における安全管理について
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２ 軽種馬産業における安全管理について

◼ 厩舎からの墜落・転落の防止 【その他の留意点】

◆ １階から２階へ上がる外階段

◆ 中２階へ上がる階段

◆ 中２階の床の端

◆ ２階から１階へ牧草等を降ろす投入口（開口部）

◼ 労働者に使用させる場合には、手すりや蓋などの墜落防止措置
を講じる必要がある。

◼ 蓋を開けた状態で作業する場合には、規格を満たしている墜落
制止用器具を使用し、作業終了後には忘れずに蓋を元に戻す。

◼ 蓋を戻し忘れた結果、他の労働者が気付かずに開口部から墜落
する労働災害も発生している。
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２ 軽種馬産業における安全管理について

◼ 重機による労働災害防止について

大型特殊自動車免許は
道路交通法上の免許であり、

公道を走行する際に必要な資格。

作業を行わせる場合には、
技能講習や特別教育等

を修了する必要があります。

※農業用トラクターの場合には、
安全衛生法上の資格は必要なし。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/nougyouchikusangyousaigaiboushi.html
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２ 軽種馬産業における安全管理について

◼ 重機等の点検について
◆ 車両系建設機械・車両系荷役運搬機械・移動式クレーンは、年次・月例・
作業開始前点検を実施する必要があります。

◆ フォークリフト・車両系建設機械・不整地運搬車の年次自主検査は特定自
主検査といい、資格のある検査者または登録検査業者のみ検査が実施で
きることとなっています。

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen-kankei/saigai/nougyouchikusangyousaigaiboushi.html
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◼ 労働者死傷病報告の提出（労働災害発生時）

２ 軽種馬産業における安全管理について

労働災害が発生した場合は、
労働者死傷病報告を速やかに提出。
※労災請求の種類とは異なり、
「休業見込日数」を報告するため、

労働災害発生日から１か月以内を目処に提出。

軽種馬の繁殖等を行う生産牧場：０１２９
軽種馬の調教等を行う育成牧場：８０３５

馬調教師：２４９
馬飼育者、厩務員、種付作業者：４６２

装蹄師、蹄鉄打替職：４６９

国籍『インド』：Ｃ０１
在留資格『技能』：１４

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001292236.pdf
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◼ 再発防止対策の検討（労働災害発生時）

1. 労働災害の発生原因について、人の状態や行動、馬（動物）の状態、設備や周

囲の環境、教育等の観点から話し合って洗い出す。

2. 洗い出した発生 原因に対して、どのような対策が取りうるか検討する。

3. 発生を防ぎきれない労働災害については、軽傷化する方法を検討する。

4. 話し合いの経過や関係労働者から挙がった意見については記録に残す。

5. 再発防止対策については関係労働者全員と共有する。

6. 労働災害発生の都度、１から５までの流れを繰り返す。

２ 軽種馬産業における安全管理について

管理者や労働者の入れ替わりがあっても、継続した取り組みが可能。
必要に応じて内容の見直しをする場合の参考になる。

『浦河労働基準監督署からのお知らせ』ページ上に参考様式あり。
安全衛生に関するお知らせ 

→ 【労働災害再発防止対策書の提出について】 → ＜A：軽種馬産業＞

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase_00005_15.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 再発防止対策の検討事例【好事例】

◆ 災害発生状況

 馴致のため、騎乗し厩舎から出ようとしたところ、急に馬が走り出し、

尻跳ねをしたため、落馬し負傷したもの。

◆ 原因についての検討

〈馬に関する原因〉

1. 風や音などの自然環境の急変に反応し、立ち上がる癖があった。

2. 厩舎内から屋外への移動時の環境の変化に反応したと推定される。

〈人に関する原因〉

1. 通常は屋外で騎乗するところ、厩舎内で騎乗したこと。

2. 馬の下運動（軽い運動による精神安定）の時間がやや不足していた。

3. 扉付近の環境確認（風向き、音、他馬など）が不十分であった。

２ 軽種馬産業における安全管理について



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 再発防止対策の検討事例【好事例】

◆ 対策案の検討

〈馬の対策案〉

1. 調教日誌の内容を詳細化し、馬の特性（風、音への敏感度、突発反応など）

を毎日共有する。

2. 騎乗前の下運動を義務化し、馬の精神状態を安定させた上で騎乗する。

〈人の対策案〉

1. 騎乗前の環境確認（風、音、通行車両など）を全員が徹底する。

2. 「馬の驚愕時の回避行動」、「落馬時の受け身」など、安全騎乗研修を年１

回以上実施する。

3. ヒヤリハット事例を毎週共有し、改善策を反映する。

〈設備の対策案〉

1. 厩舎前の風の吹き返しが強い場所に風除けや簡易防風ネット等の設置。

２ 軽種馬産業における安全管理について



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 再発防止対策の検討項目例（抜粋）

1. 馬に対する検討事項

2. 人に対する検討事項

２ 軽種馬産業における安全管理について

『浦河労働基準監督署からのお知らせ』ページ上に参考様式あり。
安全衛生に関するお知らせ 

→ 【労働災害再発防止対策書の提出について】 → ＜A：軽種馬産業＞

□ 馬の特性についての情報の共有 □ 暴れる馬についての検討

□ 普段はおとなしい馬についての検討 □ 親子の馬の対策

□ 放集牧での対策 □ 馬房での対策

□ 曳き馬での対策 □ 騎乗での馬の扱いの対策

□ 馬運車 □ 種付け作業

□ 経営層が災害防止に本気で取り組む姿勢を労働者に対して示しているか

□ 保護具の使用について

□ 落馬時の対応

□ 教育、周知を行う場合

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase_00005_15.html


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 労働時間の状況の把握

３ 軽種馬産業における労働衛生管理について

労働基準法上の
労働時間、休日、
休憩の規定は
適用されない
一方で、

労働安全衛生法上の
労働時間の状況の
把握の規定は
適用される。

https://www.mhlw.go.jp/content/000496107.pdf


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 定期健康診断の実施及び事後措置の徹底

３ 軽種馬産業における労働衛生管理について

厚生労働省リーフレット↑

「労働安全衛生法に基づく

健康診断実施後の措置に

ついて」

厚生労働省リーフレット↑

「労働安全衛生法に基づく

健康診断を実施しましょ

う」

医師の意見の例

①通常勤務
②就業制限
③要休業

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62293.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001436958.pdf


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ ストレスチェックの実施【令和10年５月13日までに義務化】

３ 軽種馬産業における労働衛生管理について

50人以上の事業場 50人未満の事業場

産業医又は外部委託 外部委託

産業医又は外部委託

監督署への報告 実施結果の報告義務

ストレスチェック

医師の面接指
導

産業医選任（義務）

50人未満の事業場
の負担等に配慮し、
施行までの十分な
準備期間を確保

③全国350の地域産業保健セン

ターの体制を強化、登録産業医が
面接指導を無料で実施

１人当たり数百円から千円程度（※）外部委託の場合、１人当たり数百円から千円程度（※）

外部委託の場合、高ストレス者１人当たり２万円程度（※）

①50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、
現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてマニュアルを作成

④監督署への報告義務は課さない

（※）厚生労働省が、ストレスチェック関連サービスを提供する健診機関等の外部機関を対象に実施したアンケート調査結果（令和６年）

②労働者のプライバシー保護の観

点から、原則、外部委託を推奨



厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

◼ 職場における熱中症対策の強化【令和７年６月１日から】

３ 軽種馬産業における労働衛生管理について

◼ 令和７年６月１日から改正労働安全衛生規則が施行され、

 以下の条文が新設された。

労働安全衛生規則 第612条の２

 （熱中症を生ずるおそれのある作業）
①事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症
を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従
事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事
する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他
の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作
業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

②事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症
を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、
当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は
処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するため
に必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業
に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順
を周知させなければならない。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf


厚生労働省

The Ministry of Health, Labour and Welfare

御清聴ありがとうございました。
今年（度）も御安全に！！

今回の説明内容を含め、安全衛生に関する御質問・不明点等があれば

浦河労働基準監督署 監督・安衛課（ＴＥＬ 0146－22－2113）

までお問い合わせください。
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